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●
は
じ
め
に

ア
フ
リ
カ
の
国
々
は
公
的
な
社
会
保

障
制
度
が
未
整
備
の
と
こ
ろ
が
多
い

が
、
そ
の
な
か
で
南
ア
フ
リ
カ
は
、
社

会
手
当
（social grant

）
と
呼
ば
れ

る
大
規
模
な
現
金
給
付
政
策
を
も
つ
例

外
的
な
存
在
で
あ
る
。
社
会
手
当
の
対

象
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
一
八
歳
未

満
の
子
ど
も
で
あ
る
。
南
ア
フ
リ
カ
の

人
口
は
五
〇
〇
〇
万
人
強
だ
が
、
社
会

手
当
の
受
益
者
は
二
〇
一
二
／
一
三
年

度
に
合
計
で
一
六
〇
〇
万
人
以
上
に
の

ぼ
り
、
全
世
帯
の
半
数
以
上
が
何
ら
か

の
社
会
手
当
を
受
給
し
て
い
る
と
さ
れ

る
（
参
考
文
献
⑦
、
⑪
）。

社
会
手
当
は
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
後

の
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
貧
困
対
策
の

柱
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
際
的
に
も
貧

困
軽
減
の
た
め
の
現
金
給
付
政
策
の
代

表
的
な
成
功
事
例
の
ひ
と
つ
と
み
な
さ

れ
て
き
た
。
本
稿
は
、
南
ア
フ
リ
カ
の

社
会
手
当
制
度
の
概
要
を
紹
介
し
、
そ

の
効
果
と
限
界
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

な
お
、
本
稿
は
、
二
〇
一
二
／
一
三
年

度
に
実
施
さ
れ
た
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

「
現
金
給
付
政
策
の
政
治
経
済
学
」
研

究
会
の
成
果
（
参
考
文
献
①
、
②
）
の

内
容
を
も
と
に
、
大
幅
な
加
筆
修
正
を

行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

●
社
会
手
当
制
度
の
概
要

表
１
に
南
ア
フ
リ
カ
の
社
会
手
当
の

種
類
、
支
給
対
象
、
支
給
金
額
、
受
益

者
数
を
ま
と
め
た
。

社
会
手
当
の
う
ち
、
受
益
者
数
が
最

も
多
い
の
が
子
ど
も
手
当
で
あ
る
。
発

展
途
上
国
・
新
興
国
の
子
ど
も
向
け
の

現
金
給
付
政
策
で
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ

カ
諸
国
を
中
心
に
普
及
し
て
い
る
、
子

ど
も
を
き
ち
ん
と
学
校
に
通
わ
せ
る
こ

と
や
、
保
健
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加

と
い
っ
た
条
件
を
満
た
し
た
場
合
に

手
当
を
支
給
す
る
条
件
付
現
金
給
付

（conditional cash transfer

：
Ｃ
Ｃ

Ｔ
）
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
（
本
特

集
の
宇
佐
見
論
文
、
近
田
論
文
、
畑
論

文
を
参
照
）、
南
ア
フ
リ
カ
の
子
ど
も

手
当
は
、
そ
う
し
た
条
件
を
付
け
ず
、

資
力
調
査
の
み
で
支
給
を
決
定
す
る
シ

ン
プ
ル
な
設
計
で
あ
る
。

他
方
、
支
給
額
で
み
る
と
、
高
齢
者

手
当
、
障
害
者
手
当
、
障
害
児
手
当
な

ど
の
ほ
う
が
、
一
人
あ
た
り
の
金
額
が

南
ア
フ
リ
カ
の
現
金
給
付
政
策

　

―
高
齢
者
、障
害
者
、子
ど
も
を
対
象
と
し
た

　
　

社
会
手
当
制
度
―

牧
野 

久
美
子

表 1　社会手当の概要

種類 支給対象
支給月額上限
（2013 年
10 月現在）

受益者数
（2012/13 年度、
単位：人）

高齢者手当
（Old Age Grant)

男女とも 60 歳以上。独身の場合は本人の所得・
資産、配偶者がいる場合は夫婦あわせた所得・
資産に関する資力調査あり。

1260 ランド 
（75 歳以上は
1280ランド）

2,873,197 

退役軍人手当
(War Veteran Grant)

60 歳以上、もしくは障害のある、第一次世界大戦、
第二次世界大戦、朝鮮戦争において従軍した者。
資力調査の基準は高齢者手当と同じ。

1280 ランド 587 

障害者手当
(Disability Grant)

18 歳から 59 歳までの、身体障害や精神障害に
より働くことができない者。資力調査の基準は
高齢者手当と同様、そのほかに医師による障害
の証明が必要。

1260 ランド 1,164,192 

付加給付
(Grant in Aid)

高齢者手当、障害者手当、退役軍人手当の受給
者で、身体障害・精神障害のために自分の身の
回りのことができず、フルタイムの介護を必要と
する場合の付加給付

300 ランド 73,719 

子ども手当
(Child Support Grant)

18 歳未満の子どもの主要な養育者。主要な養育
者が独身の場合は本人の所得、配偶者がいる場
合は夫婦あわせた所得に関する資力調査あり（資
産は問われない）。実子・法律上の養子でない場
合、支給対象となる子どもの数は 6人まで。

300 ランド
（子ども 1人あたり） 11,341,988 

障害児手当
(Care Dependency

 Grant)

重度の障害がありフルタイムの特別ケアを要す
る 18 歳未満の子どもの養育者。養育者が独身の
場合は本人の所得、配偶者がいる場合は夫婦あ
わせた所得に関する資力調査あり（資産は問わ
れない）。

1260 ランド
（子ども 1人あたり） 120,268 

養子手当
(Foster Child Grant)

18 歳未満の養子（裁判所の許可があるもの）の
養育者。資力調査なし。

800 ランド
（養子 1人あたり） 532,159 

合　　計 16,106,110 

（注） 1 ランドは約 9.8 円（2014 年 8 月現在）。
（出所） 参考文献⑪、⑫をもとに筆者作成。

特　　集

新興国・発展途上国における
現金給付政策
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相
対
的
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ

か
に
、
緊
急
の
救
済
を
要
す
る
場
合

に
、
通
常
三
カ
月
以
内
の
一
時
的
な
給

付
（Social Relief of D

istress

）
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
高
齢
者
手
当
は
、
一
九
九

四
年
の
民
主
化
（
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
廃

止
）
以
前
か
ら
南
ア
フ
リ
カ
に
定
着
し

て
き
た
制
度
で
あ
る
。
高
齢
者
手
当

は
、
南
ア
フ
リ
カ
戦
争
後
に
社
会
問
題

化
し
た
白
人
貧
困
層
の
増
加
へ
の
対
応

と
し
て
一
九
二
八
年
に
導
入
さ
れ
た
も

の
で
、
当
初
、
白
人
と
カ
ラ
ー
ド
の
み

を
対
象
と
し
て
い
た
。
一
九
四
四
年
か

ら
ア
フ
リ
カ
人
に
も
支
給
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
支
給
額
に
は
大
き
な
人

種
格
差
が
あ
り
、一
九
七
〇
年
時
点
で
、

ア
フ
リ
カ
人
へ
の
高
齢
者
手
当
の
支
給

額
は
白
人
の
六
分
の
一
程
度
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
以

降
、
支
給
額
の
人
種
格
差
は
徐
々
に
縮

小
さ
れ
、
民
主
化
直
前
の
一
九
九
三
年

に
格
差
が
完
全
に
撤
廃
さ
れ
た
。
そ
の

間
、
白
人
世
帯
の
多
く
が
、
教
育
や
労

働
市
場
に
お
け
る
優
遇
を
通
じ
て
、
安

定
的
な
雇
用
を
確
保
し
、
企
業
年
金
に

包
摂
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
体
制
の
後
半
に

は
高
齢
者
手
当
の
受
益
者
の
大
半
を
ア

フ
リ
カ
人
が
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

障
害
者
手
当
も
、
民
主
化
以
前
か
ら
存

在
し
て
お
り
、
高
齢
者
手
当
同
様
、
一

九
九
三
年
ま
で
に
支
給
額
に
お
け
る
人

種
格
差
が
撤
廃
さ
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
子
ど
も
手
当
は
一

九
九
八
年
に
導
入
さ
れ
た
、
比
較
的
新

し
い
制
度
で
あ
る
。
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト

体
制
下
で
は
、
子
ど
も
に
関
わ
る
社
会

手
当
と
し
て
、
単
親
世
帯
を
対
象
と
し

た
養
育
手
当
（State M

aintenance 
Grant

）
が
あ
っ
た
が
、
人
種
差
別
的

な
運
用
が
行
わ
れ
、
人
口
の
八
割
を
占

め
る
ア
フ
リ
カ
人
世
帯
に
は
ほ
と
ん
ど

支
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
民
主
化

後
、
制
度
上
の
人
種
差
別
が
も
は
や
許

容
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
背
景
に
改

革
が
行
わ
れ
、
一
九
九
八
年
に
新
た
な

子
ど
も
手
当
の
導
入
と
、
養
育
手
当
の

段
階
的
廃
止
を
セ
ッ
ト
と
す
る
改
革
が

実
施
さ
れ
た
。
養
育
手
当
か
ら
子
ど
も

手
当
へ
の
制
度
移
行
で
は
、
そ
れ
ま
で

養
育
手
当
を
ほ
と
ん
ど
支
給
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
ア
フ
リ
カ
人
世
帯
に
門
戸
が

開
か
れ
た
一
方
で
、
養
育
手
当
の
受
益

世
帯
（
お
も
に
カ
ラ
ー
ド
、
イ
ン
ド
系

の
世
帯
）
は
、
大
き
な
痛
み
を
強
い
ら

れ
た
。
従
来
の
養
育
手
当
の
受
益
世
帯

に
と
っ
て
は
支
給
額
の
大
幅
な
切
り
下

げ
、
あ
る
い
は
子
ど
も
の
年
齢
に
よ
っ

て
は
打
ち
切
り
と
な
る
内
容
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
女
性
団
体
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど

は
強
く
抗
議
し
た
。
抵
抗
を
押
し
切
っ

て
導
入
さ
れ
た
改
革
は
、
当
時
、
民
主

化
後
の
南
ア
フ
リ
カ
の
経
済
・
社
会
政

策
の
新
自
由
主
義
化
を
象
徴
す
る
出
来

事
と
も
受
け
止
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
子

ど
も
手
当
制
度
は
、
支
給
対
象
者
の
年

齢
制
限
が
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
た

こ
と
で
大
き
く
拡
大
し
た
。
当
初
、
六

歳
ま
で
と
な
っ
て
い
た
年
齢
制
限
は
、

二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け

て
一
三
歳
ま
で
段
階
的
引
き
上
げ
ら
れ

た
。
ま
た
、
二
〇
〇
九
年
に
は
一
四
歳

が
対
象
に
含
ま
れ
た
う
え
で
、
さ
ら
に

一
七
歳
ま
で
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
こ

と
が
決
定
さ
れ
、
二
〇
一
一
年
末
ま
で

に
引
き
上
げ
は
完
了
し
た
。
南
ア
フ
リ

カ
の
子
ど
も
手
当
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
と
並

ん
で
新
興
国
世
界
で
最
大
級
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
へ
と
成
長
し
た
。

民
主
化
後
に
制
定
さ
れ
た
新
憲
法
の

も
と
で
は
、「
社
会
扶
助〔
＝
社
会
手
当
〕

を
含
む
社
会
保
障
制
度
」
が
基
本
的
人

権
の
一
部
と
し
て
認
め
ら
れ
、
国
家
は

制
度
の
段
階
的
充
実
の
義
務
を
負
う
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
憲
法
上
の
要

請
を
背
景
と
し
て
、
民
主
化
後
の
南
ア

フ
リ
カ
の
社
会
手
当
の
受
益
者
数
は
増

加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
（
図
１
）。

図
２
に
示
す
よ
う
に
、
一
九
九
三
年
の

段
階
で
、す
で
に
政
府
か
ら
の
移
転（
主

に
高
齢
者
手
当
と
障
害
者
手
当
）
が
第

Ⅱ
〜
Ⅳ
十
分
位
の
世
帯
所
得
の
三
割
以

上
を
占
め
、
重
要
な
所
得
源
と
な
っ
て

い
た
が
、
最
も
所
得
の
少
な
い
第
Ⅰ
十

分
位
の
世
帯
に
対
す
る
給
付
は
限
ら
れ

て
い
た
（「
十
分
位
」
は
す
べ
て
の
世

帯
を
所
得
の
低
い
順
に
並
べ
て
十
等
分

し
た
も
の
。
所
得
が
最
も
低
い
グ
ル
ー

プ
が
第
Ⅰ
十
分
位
）。
し
か
し
、
子
ど

も
手
当
を
は
じ
め
と
す
る
制
度
拡
大
に

よ
り
、
二
〇
〇
八
年
に
は
第
Ⅰ
〜
Ⅲ
十

分
位
（
所
得
下
位
三
〇
％
）
の
世
帯
に

お
い
て
、
社
会
手
当
が
所
得
の
過
半
を

占
め
る
に
至
っ
た
。

●
社
会
手
当
の
効
果

社
会
手
当
制
度
が
拡
大
す
る
に
つ
れ

て
、
社
会
手
当
が
人
々
の
働
く
意
欲
を

奪
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
や
、
財
政
的

な
持
続
可
能
性
を
懸
念
す
る
趣
旨
の
コ

メ
ン
ト
が
メ
デ
ィ
ア
を
た
び
た
び
賑
わ

し
て
き
た
。
し
か
し
、
社
会
保
障
政
策

形
成
に
携
わ
る
官
僚
や
、
社
会
政
策
の

専
門
家
の
あ
い
だ
で
は
、
社
会
手
当
が

貧
困
軽
減
に
効
果
を
上
げ
て
お
り
、
行

政
コ
ス
ト
が
相
対
的
に
低
く
財
政
上
も

効
率
が
高
い
と
の
見
方
が
支
配
的
で
あ

る
。こ

う
し
た
認
識
は
、
こ
れ
ま
で
に
蓄

積
さ
れ
て
き
た
研
究
の
知
見
に
基
づ
い

て
い
る
。
南
ア
フ
リ
カ
の
社
会
手
当
の

う
ち
、
そ
の
効
果
が
最
も
研
究
さ
れ
て



南アフリカの現金給付政策 ―高齢者、障害者、子どもを対象とした社会手当制度―

19 アジ研ワールド・トレンドNo.229（2014. 11）

き
た
の
は
、
高
齢
者
手
当
に
つ
い
て
で

あ
る
。
高
齢
者
手
当
の
受
益
者
世
帯
の

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
関
し
て
、
貧
困
世
帯

が
多
い
こ
と
、
ま
た
高
齢
者
手
当
が
高

齢
者
へ
の
生
活
保
障
と
い
う
本
来
の
役

割
を
超
え
て
、
受
益
者
と
同
居
す
る
世

帯
全
体
の
貧
困
軽
減
や
、
世
帯
内
の
子

ど
も
の
教
育
や
栄
養
状
態
の
改
善
を
も

た
ら
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
一
九
九
〇

年
代
以
降
、
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き

た
（
参
考
文
献
③
、
④
）。
障
害
者
手

当
に
つ
い
て
も
、
障
害
者
世
帯
の
生
計

を
支
え
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
一

般
に
、
障
害
者
は
非
障
害
者
よ
り
も
貧

困
に
陥
り
や
す
い
と
さ
れ
る
が
、
南
ア

フ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
障
害
者
手
当
の

存
在
と
二
五
％
以
上
に
の
ぼ
る
失
業
率

の
高
さ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
地

域
に
よ
っ
て
は
障
害
者
世
帯
の
ほ
う
が

非
障
害
者
世
帯
よ
り
も
平
均
所
得
が
高

い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
（
参
考
文
献

⑧
）。子

ど
も
手
当
に
つ
い
て
は
、
歴
史
が

浅
い
こ
と
か
ら
、
効
果
の
検
証
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ご
く
最
近
の

こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
公
表
さ
れ

た
調
査
結
果
は
、
子
ど
も
手
当
の
効
果

を
概
ね
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
た

と
え
ば
国
連
児
童
基
金
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ

Ｆ
）
の
支
援
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
一
連

の
イ
ン
パ
ク
ト
評
価
で
は
、
子
ど
も
手

当
が
子
ど
も
の
発
育
や
、
教
育
機
関
や

医
療
機
関
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
向
上
さ
せ

て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
参

考
文
献
⑤
、
⑥
）。
南
ア
フ
リ
カ
の
子

ど
も
手
当
の
事
例
は
、
Ｃ
Ｃ
Ｔ
の
よ
う

な
条
件
付
け
を
し
な
く
て
も
、
現
金
給

付
が
子
ど
も
の
人
的
資
本
開
発
に
プ
ラ

ス
の
効
果
を
も
た
ら
し
う
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

●
社
会
手
当
の
限
界

こ
の
よ
う
に
、
南
ア
フ
リ
カ
の
貧
困

軽
減
に
役
立
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
社
会

手
当
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
重
大
な
限

界
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
手
当
が
カ

バ
ー
す
る
の
は
高
齢
者
、
障
害
者
、
子

ど
も
だ
け
で
、
失
業
者
は
対
象
外
と

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
南
ア
フ
リ
カ
の

失
業
率
は
二
五
％
以
上
に
も
の
ぼ
り
、

失
業
に
よ
る
貧
困
は
深
刻
な
問
題
と

な
っ
て
い
る
。
失
業
者
へ
の
所
得
保
障

の
欠
如
は
、
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
社

会
保
障
制
度
の
歴
史
的
発
展
の
経
緯
と

深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア

パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
体
制
下
の
南
ア
フ
リ
カ

の
社
会
保
障
制
度
は
、
白
人
社
会
の

ニ
ー
ズ
を
反
映
す
る
形
で
成
立
し
、
そ

れ
が
徐
々
に
他
の
人
種
の
人
々
に
広
げ

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
労
働
市
場

で
優
遇
さ
れ
て
き
た
白
人
に
と
っ
て
は

大
き
な
リ
ス
ク
で
な
い
失
業
問
題
に
対

応
す
る
た
め
の
制
度
が
発
達
し
て
こ
な

か
っ
た
と
い
う
面
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
民
主
化
後
の
南
ア
フ
リ

カ
の
社
会
保
障
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
で

は
、
失
業
者
を
い
か
に
し
て
社
会
保
障

制
度
に
包
摂
す
べ
き
か
が
議
論
の
焦
点

と
な
っ
て
き
た
。
政
府
は
失
業
者
を
減

ら
す
べ
く
、
雇
用
創
出
や
就
労
支
援
の

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
を
打
ち
出
し

て
き
た
が
（
た
と
え
ば
最
近
の
取
り
組

み
と
し
て
、
若
者
を
新
規
採
用
し
た
企

業
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
賃
金

補
助
金
制
度
の
導
入
が
挙
げ
ら
れ
る
）、

南
ア
フ
リ
カ
の
失
業
問
題
は
構
造
的
な

も
の
で
あ
り
、
一
定
規
模
の
長
期
失
業

者
を
抱
え
続
け
る
こ
と
を
前
提
と
し
た

社
会
保
障
制
度
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

図 1　社会手当受益者数の推移

（注）「その他」には退役軍人手当、障害児手当、養子手当を含み、付加給付は含まない。
（出所）参考文献⑩、⑪をもとに筆者作成。

図 2　世帯の所得十分位階級別の所得源内訳

（出所）参考文献⑦をもとに筆者作成。
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こ
の
課
題
に
対
し
て
、
失
業
者
へ
の

所
得
保
障
を
行
い
つ
つ
、
労
働
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
を
損
な
わ
な
い
方
策
と
し

て
、
す
べ
て
の
人
々
に
一
定
の
所
得
を

保
障
す
る
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
型
の

社
会
手
当
の
導
入
を
支
持
す
る
意
見

が
、
労
働
組
合
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
市
民
社

会
を
中
心
に
主
張
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
財
源
の
問
題
、
ま
た
働
け
る
人
に

社
会
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
へ
の
心
理

的
抵
抗
が
強
く
、
実
現
に
は
至
っ
て
い

な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
政
府
は
ベ
ー
シ
ッ

ク
イ
ン
カ
ム
で
は
な
く
、
就
労
を
条
件

に
給
付
を
行
う
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
型
の
政

策
の
拡
大
を
目
指
し
て
お
り
、
公
共

事
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ワ
ー
ク
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
強
化
し
て
い

る
。
と
り
わ
け
、
一
時
的
な
就
業
機
会

を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
従
来
の
公

共
事
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
異
な
り
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
他
に
就
業
機
会
が
乏
し
い
地
域
に

お
い
て
継
続
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
て
お
り
、
失
業
者
へ
の
長
期

的
な
所
得
保
障
制
度
と
い
う
意
味
合
い

が
強
ま
っ
て
い
る
。
週
二
回
、
日
給
七

〇
ラ
ン
ド
程
度
の
「
定
期
的
な
パ
ー
ト

タ
イ
ム
の
仕
事
」
を
提
供
す
る
と
い
う

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
少
額
で
も
定
期
的

な
収
入
が
あ
る
こ
と
が
、
貧
困
世
帯
に

大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
社
会

手
当
か
ら
の
学
び
が
生
か
さ
れ
て
い
る

と
さ
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ワ
ー
ク
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
者
数
は
二
〇
一

三
年
時
点
で
二
〇
万
人
程
度
と
、
五
〇

〇
万
人
を
超
え
る
失
業
者
数
を
考
え
る

と
ま
だ
ま
だ
規
模
が
小
さ
い
が
、
今
後

の
発
展
に
よ
り
、
失
業
問
題
に
対
応
で

き
ず
に
き
た
社
会
手
当
の
限
界
を
克
服

す
る
道
が
開
か
れ
る
の
か
ど
う
か
が
注

目
さ
れ
る
（
参
考
文
献
⑨
）。

（
ま
き
の　

く
み
こ
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所　

ア
フ
リ
カ
研
究
グ
ル
ー
プ
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